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○さつま町子ども医療費助成条例施行規則 

平成17年3月22日 

規則第64号 

改正 平成18年12月22日規則第68号 

平成22年7月1日規則第20号 

平成25年12月12日規則第25号 

平成30年7月20日規則第20号 

(趣旨) 

第1条 この規則は，さつま町子ども医療費助成条例(平成17年さつま町条例第99号。以下

「条例」という。)の施行に関し，必要な事項を定めるものとする。 

(受給資格者の登録) 

第2条 条例第4条に規定する助成金の支給を受けようとする者は，子ども医療費助成金受

給資格者登録申請書(第1号様式)を町長に提出し，受給資格者としての登録を受けなけれ

ばならない。 

(受給資格者証の交付等) 

第3条 町長は，前条の申請があったときは，その内容を審査し，相当と認めるときは，子

ども医療費助成金受給資格者台帳(第2号様式)に登録及び所要事項の記載を行うとともに，

子ども医療費助成金受給資格者証(第3号様式)を交付するものとする。 

2 条例第2条第6項に規定する世帯については，子ども(乳幼児)医療給付受給資格者証(第3

号様式の2。以下，第3号様式と併せて「資格者証」という。)を交付するものとする。 

3 受給資格者は，資格者証を破損し，又は亡失したときは，子ども医療費助成金受給資格

者証再交付申請書(第4号様式)を町長に提出し，再交付を受けなければならない。 

(登録事項変更の届出) 

第4条 受給資格者は，自己又はその保護する子どもについて，住所の変更又は加入保険の

変更があったときは，子ども医療費助成金受給資格者登録事項変更届(第5号様式)に資格

者証を添えて，速やかに町長に届け出なければならない。 

(助成金の支給申請) 

第5条 条例第7条第1項に規定する助成金の支給申請は，子ども医療費助成金支給申請書

(第6号様式)に病院，診療所，薬局，その他の療養機関(以下「医療機関等」という。)の証

明(医療機関等が領収証を発行するときは当該領収証)を付し，資格者証を添えて行うもの

とする。 
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(助成金額の決定) 

第6条 町長は，条例第7条第2項の規定による申請があったものとみなされるとき又は前条

の申請を受理したときは，その内容を審査し，当該申請に係る支給の額を決定するものと

する。 

(資格者証の返還) 

第7条 受給資格者が，その資格を喪失したときは，速やかに資格者証を町長に返還しなけ

ればならない。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は，平成17年3月22日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日の前日までに，合併前の鶴田町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和

48年鶴田町規則第12号)，薩摩町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年薩摩町規則第

11号)又は宮之城町においてなされた処分，手続その他の行為は，それぞれこの規則の相

当規定によりなされたものとみなす。 

附 則(平成18年12月22日規則第68号) 

この規則は，公布の日から施行し，平成19年3月1日以降の診療分から適用する。 

附 則(平成22年7月1日規則第20号) 

この規則は，平成22年7月1日から施行する。 

附 則(平成25年12月12日規則第25号) 

(施行期日) 

1 この規則は，平成26年1月1日から施行する。 

(さつま町児童生徒入院医療費助成条例施行規則の廃止) 

2 さつま町児童生徒入院医療費助成条例施行規則(平成22年さつま町規則第9号)は，廃止す

る。 

附 則(平成30年7月20日規則第20号) 

この規則は，平成30年10月1日から施行する。 
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第1号様式(第2条関係) 

第2号様式(第3条関係) 

第3号様式(第3条関係) 

第3号様式の2(第3条関係) 

第4号様式(第3条関係) 

第5号様式(第4条関係) 

第6号様式(第5条関係) 

 


